
租税特別措置法等の一部を改正する法律案要綱

最近の経済情勢等を踏まえ、住宅投資及び中小企業の設備投資の促進を図るとと

もに、社会経済情勢の変化に対応する等の観点か ら認定特定非営利活動法人に対す

る寄附金に係る特例等所要の措置を講ずるほか、各種の租税特別措置における企業

組織再編成に係 る税制の整備その他所要の措置を講ずることとし、次により租税特

別措置法等の一部を改正することとする。

租税特別措置法の一部改正 (第 1条関係 )

1 住宅税制

(1)住宅借入金等に係 る税額控除制度について、平成 13年 7月 1日 か ら平成 15

年 12月 31日 までの間に居住の用に供 した場合の控除率、住宅借入金等の年末

残高の限度額及び控除期間を次のとお りとする新住宅 ローン減税制度を創設

することとす る。 (租税特別措置法第41条 関係 )

居住の用に供す る時期 控除期間 住宅借入金等の年末残高 控除率

平成 13年 7月 1日 か ら

平成 15年 12月 31日 まで
10年 間 5,000万 円以下の部分 1%

なお、居住用家屋を平成16年中に居住の用に供する場合については、居住

用家屋を平成 13年 後期中に居住の用に供する場合の本法による改正前の措置

と同様の措置 とする。

(2)特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の適用期限

を 3年延長することとする。 (租税特別措置法第41条 の 5関係 )

(3)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例制

度の適用期限を 3年延長することとする。 (租税特別措置法第36条 の 6関係 )

(4)住 宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例について、適用

対象に次の贈与を追加 した上、その適用期限を平成 15年 12月 31日 まで延長す

ることとする。 (租税特別措置法第70条 の 3関係 )

① その者の所有する住宅について一定の増築、改築等の費用に充てるため

●

●
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に受ける金銭の贈与

② その者又はその者の配偶者の所有するすべての住宅 (住宅取得資金を贈

与により取得 した 日前 5年以内に居住 していたものに限る。)について当

該贈与の 日の属す る年の翌年 12月 31日 までに譲渡する場合等において、そ

の者の住宅の取得又は新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与

(注)上記の改正は、平成13年 1月 1日 以後に贈与により取得 した金銭に係

る贈与税について適用することとする。 (附則第32条 関係 )

(5)住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け

等に係 る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限

を平成 15年 3月 31日 まで延長することとする。 (租税特別措置法第72条 ～74

条関係 )

2 中小企業の設備投資の促進等

(1)中 小企業者等が機械等を取得 した場合等の特別償却又は特別税額控除制度

の適用期限を平成 14年 3月 31日 まで延長することとするc(租税特別措置法

第 10条 の 7、 第42条 の12関係 )

(2)試験研究費の額が増加 した場合等の特別税額控除制度における中小企業者

等の試験研究費の額に係る特例について、特別税額控除割合を平成 14年 3月

31日 までに開始する事業年度 (個 人については、平成 14年分まで)について

は 100分の10と 、平成14年 4月 1日 以後に開始する事業年度 (個人について

は、平成 15年 分)については100分の 6と した上、その適用期限を 2年延長

す ることとする。 (租税特別措置法第10条 、第42条 の 4関係 )

3 金融関係税制

(1)商品先物取引による所得に対する所得税については、次により申告分離課

税を行 うこととする。 (租税特別措置法第41条 の 14、 第42条の 3関係 )

① 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成 13年 4月 1日 か

ら平成 15年 3月 31日 までの期間 (以下 「適用期間」とい う。)内 に、商品

取引所法に規定する先物取引 (一 定の取引を含む。以下 「商品先物取引」

とい うЭ)を し、かつ、当該商品先物取引の差金等決済を した場合には、

当該差金等決済に係る当該商品先物取引による事業所得及び雑所得 (以下

「商品先物取引に係る雑所得等」 とい う。)については、他の所得 と分離
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して20%の税率により課税する。 この場合において、商品先物取引に係る

雑所得等の金額の計算上損失の金額が生 じたときは、その損失の金額は生

じなかったものとみなす。

② 適用期間内に商品先物取引の差金等決済をする者は、その差金等決済を

する日までに、その差金等決済の都度、その者の氏名又は名称及び住所を、

その商品先物取引の委託等をする商品取引員等に告知 しなければならない

ものとし、当該商品取引員等は、一定の公的書類により本人確認 をしなけ

ればならない。

③ 商品取引員等は、適用期間内に居住者又は国内に恒久的施設を有する非

居住者が行った商品先物取引について差金等決済があった場合には、その

者の氏名及び住所、当該差金等決済の方法、当該差金等決済の約定価格等

一定の事項を記載 した調書 (以下 「商品先物取引に関す る調書」 とい う。 )

を、その商品先物取引の差金等決済があつた 日の属する月の翌月末 日まで

に、当該商品取引員等の所在地の所轄税務署長に提出 しなければならない。

④ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、商品先物取引に関する調書の

提出に関する調査について必要があるときは、当該商品先物取引に関する

調書を提出する義務がある者に質問 し、又はその者の商品先物取引に関す

る帳簿書類その他の物件を検査することができる。

⑤ 商品先物取引に関する調書の提出義務及び調査従事者等の守秘義務に対

する違反行為等について所要の罰則を定める。

(2)非居住者又は外国法人の一括登録国債の利子非課税制度について、その適

用対象に日本銀行及び税務署長の承認を受けた適格外国仲介業者 (情報交換

条項を有する租税条約の相手国の法人であることその他一定の要件を満たす

者に限る。)に対 し寄託 された一括登録国債の利子を追加することとする。

(租税特別措置法第 5条の 2関係 )

(3)特定短期国債等に係 る源泉徴収免除等の特例制度について、次の措置を講

ずることとする。 (租税特別措置法第41条 の12、 第42条 の 3関係 )

① 対象 となる国債の範囲に、財政融資資金法及び財政融資資金特別会計法

の規定により発行 される国債を追加するc

② 一括登録国債の寄託者の範囲の拡大に伴い、特定短期国債等の混蔵寄託

●

●
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(注)上記の改正は、平成 13年 4月 1日 以後にされる認定に係 る事項について

の登記に係 る登録免許税について適用することとする。 (附則第38条関係 )

四 施行期 日

この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成 13年 4月 1日 か ら施行するこ

ととす る。 (附則第 1条関係 )

●

●
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租
税
特
別
措
置
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

（租
税
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
）

第

一
条
　
租
税
特
別
措
置
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

「第
九
条
の
八
」
を

「第
九
条
の
五
」
に
、

「第
六
十
八
条
の
六
」
を

「第
六
十
八
条
の
七
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
　
被
合
併
法
人
　
法
人
税
法
第
二
条
第
十

一
号
に
規
定
す
る
被
合
併
法
人
を
い
う
。

四
　
合
併
法
人
　
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
合
併
法
人
を
い
う
。

第
二
条
第
二
項
第
十
三
号
を
同
項
第
二
十
九
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
第
十

一
号
を
同

項
第
二
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中

「第
二
条
第
二
十
六
号
」
を

「第
二
条
第
二
十
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二

十
六
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中

「第
二
条
第
二
十
四
号
」
を

「第
二
条
第
二
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
五
号

と
し
、
同
項
第
八
号
中

「第
二
条
第
二
十
二
号
」
を

「第
二
条
第
二
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
十
四
号
と
し
、

同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
十
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
四
号
の
次
に
次
の
十
六
号
を
加
え
る
。

五
　
分
割
法
人
　
法
人
税
法
第
二
条
第
十
二
号
の
二
に
規
定
す
る
分
割
法
人
を
い
う
。



冷
○
＋
目
選
―
淵
」
を

「濃
国
十
１
冷
○
＋
出
濃
―
湿
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「∬
国
十
１
冷
○
十
日
習
―
湖
」
を

「濃
日
＋
―
冷
０
＋
出
轡
―
漏
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十

一
条
の
十
五
と
し
、
第
四
十

一
条
の
十
三
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
四
　
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
、
平
成
十
三
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
十
五

年
二
月
二
十

一
日
ま
で
の
期
間

（第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

「適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
商
品
取
引
所
法

（昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
（同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お

い
て
行
わ
れ
る
同
条
第
八
項
第

一
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「商
品
先
物
取
引
」
と
い
う
。
）

を
し
、
か
つ
、
当
該
商
品
先
物
取
引
の
決
済

（当
該
商
品
先
物
取
引
に
係
る
商
品
の
受
渡
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「差
金
等
決
済
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
差
金
等
決
済
に
係
る
当
該
商

品
先
物
取
引
に
よ
る
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
十
二
条
及
び
第
八
十
九
条
並
び
に
第
百
六
十

五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
年
中
の
当
該
商
品
先
物
取
引
に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
及
び

雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「商
品
先
物
取
引
に
係

エハ
一二



六

四

る
雑
所
得
等
の
金
額
」と
い
う
。
）
に
対
し
、商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所

得
等
の
金
額
（次
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）を
い
う
。
）
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
所
得
税
を
課
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
同
法

そ
の
他
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　
所
得
税
法
第
二
条
第

一
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
四
号
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
十
号
中

「山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、

「山
林
所
得
金
額
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（商
品

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

（以
下

「商
品

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
」
と
す
る
。

一
一　
所
得
税
法
第
六
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
中

「事
業
所
得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は

「事
業

所
得
の
金
額

（租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

に
規
定
す
る
差
金
等
決
済
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
よ
る
事
業
所
得
が
な
い
も
の
と
し
て
計
算
し
た



金
額
と
す
る
。
）
」
と
、

「各
種
所
得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は

「各
種
所
得
の
金
額

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得

等
の
金
額
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

三
　
所
得
税
法
第
七
十

一
条
か
ら
第
八
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

「総
所
得
金
額
」

「総
所
得
金
額
、
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。

四
　
所
得
税
法
第
九
十
二
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
中

「前
節

（税

率
）
」
と
あ
る
の
は

「前
節

（税
率
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（商
品
先
物
取
引
に
係
る

雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
」
と
、

「課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「課
税
総
所
得
金
額
及
び
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二

項
中

「課
税
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
額
」
と
あ
る
の
は

「課
税
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
額
、
同
項
に
規
定
す

る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
に
係
る
所
得
税
額
」
と
、
同
法
第
九
十
五
条
中

「そ
の
年
分
の
所
得

税
の
額
」
と
あ
る
の
は

「そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（商
品
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
」
と
す
る
。

五
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
所
得
税
法
第
二
編
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
申
告
に
関
す
る
特
例
そ
の
他

六

五

と
の
フ0
の
は
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前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で

定
め
る
。

３
　
適
用
期
間
内
に
商
品
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
を
す
る
者

（法
人
税
法
別
表
第

一
に
掲
げ
る
法
人
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
差
金
等
決
済
を
す
る
日
ま
で
に
、
そ
の
差
金
等
決
済
の
都
度
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名

称
及
び
住
所

（国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
、
そ
の
差
金
等
決
済
に
係
る
商
品
先
物
取
引
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
者

（以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て

「商
品
取
引
員
等
」
と
い
う
。
）
に
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
商
品
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
を
す
る
者
は
、
当
該
商
品
取
引
員
等
に
そ
の
者
の
住
民
票
の

写
し
、
法
人
の
登
記
簿
の
抄
本
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
商
品
取

引
員
等
は
、当
該
告
知
さ
れ
た
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
当
該
書
類
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一　

そ
の
商
品
先
物
取
引
の
委
託
を
し
た
場
合
　
当
該
商
品
先
物
取
引
の
委
託
を
受
け
た
商
品
取
引
所
法
第
百
二
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
員

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「商
品
取
引
員
」
と
い
う
。
）
の
営
業
所
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
長

（商
品
先
物
取
引
の
委
託
の
取
次
ぎ
に
よ
り



当
該
商
品
取
引
員
に

，
当
該
商
品
先
物
取
引
の
委
託
を
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
委
託
の
取
次
ぎ
を
引
き
受
け
た
商

品
取
引
員
の
営
業
所
等
の
長
）

一
一　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
当
該
商
品
先
物
取
引
を
し
た
商
品
取
引
所
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
商
品

市
場
を
開
設
し
た
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
所
の
長

４
　
商
品
取
引
員
等
は
、
適
用
期
間
内
に
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
行
つ
た
商
品
先
物
取
引

に
つ
い
て
差
金
等
決
済
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
各
人
別

に
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
当
該
差
金
等
決
済
ご
と
の
決
済
の
方
法
、
当
該
差
金
等
決
済
に
係
る
商
品
先
物
取
引
の

種
類
、
数
量
及
び
対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

（商
品
取
引
所
法
第
百
三
十
六
条
の
二
十

一
の
約
定
価
格
等
を
い
う
。
）

そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書

（次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

「商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調

書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
商
品
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
が
あ
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
商
品

取
引
員
等
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
商
品
取
引
員
等
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調

書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体

（以
下

六

七
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こ
の
項
に
お
い
て

「磁
気
テ
ー
プ
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
磁
気

テ
ー
プ
等
は
、
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
と
み
な
す
。

資

υ

第
二
項
及
び
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
の
特
例
そ
の
他
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四

項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

ワ
ー

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
の
提
出
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必

要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
に
質
問
し
、
又
は
そ
の
者
の
差
金

等
決
済
に
係
る
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
０

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分

を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｎ
υ

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十

一
条
の
十
八
第
二
項
中

「第
四
十

一
条
の
十
八
第

一
項
」
を

「第
四
十

一
条
の
十
九
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
を

第
四
十

一
条
の
十
九
と
し
、
第
四
十

一
条
の
十
七
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

ノ`



（認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
八
　
個
人
が
、
第
六
十
六
条
の
十

一
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
し
、
当

該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

（平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
に
関
連
す
る
寄
附

（そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の

を
除
く
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
附
に
係
る
支
出
金
は
、
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
寄
附

金
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
二
条
の
三
の
見
出
し
を

「
（特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
の
対
価
等
の
支
払
調
書
又
は
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調

書
の
提
出
等
に
係
る
罰
則
）
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
第

一
号
中

「同
条
第
十
四
項
」
を

「同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、

「規
定
す
る
支
払
の
取
扱
者
」
の
下
に

「若
し
く
は
同
項
に
規
定
す
る
受
寄
金
融
機
関
等
の
営
業
所
等
の
長
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
中

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
六
項
」
を

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
九
項
」
に
、

「又
は
同
条
第
十
七
項
」
を

「若
し
く
は
同
条
第
二
十
項
」
に
改
め
、

「特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
」
の
下
に

「又
は
第
四
十

一
条
の
十

四
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
項
」
を

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
三
項
又
は
第
四
十

一
条
の
十
四
第
七
項
」
に
、

「同
項
の
」
を

「こ
れ
ら
の
」
に
改
め
、
同

九
ハ
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項
第
四
号
中

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
項
」
を

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
三
項
又
は
第
四
十

一
条
の
十
四
第
七

項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

「第
四
十

一
条
の

十
二
第
十
六
項
」
を

「第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
九
項
」
に
、

「又
は
同
条
第
十
七
項
」
を

「若
し
く
は
同
条
第
二
十
項
」

に
改
め
、

「特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
」
の
下
に

「又
は
第
四
十

一
条
の
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
先

物
取
引
に
関
す
る
調
書
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第

一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
　
前
項
第

一
号
の
罪
は
、
刑
法

（明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
例
に
従
う
。

第
四
十
二
条
の
三
の
二
第

一
項
中

「、
第
九
条
の
五
第
二
項
後
段
」
を
削
り
、

「、
第
四
十

一
条
の
十
四
、
第
四
十

一
条

の
十
五
又
は
第
四
十

一
条
の
十
七
」
を

「又
は
第
四
十

一
条
の
十
四
か
ら
第
四
十

一
条
の
十
八
ま
で
」
に
、

「、
第
四
十

一

条
の
十
四
、
第
四
十

一
条
の
十
五
並
び
に
第
四
十

一
条
の
十
七
」
を

「並
び
に
第
四
十

一
条
の
十
四
か
ら
第
四
十

一
条
の
十

八
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
四
第

一
項
中

「平
成
十
三
年
二
月
二
十

一
日
」
を

「平
成
十
五
年
二
月
二
十

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中

「平
成
十
三
年
二
月
二
十

一
日
」
を

「平
成
十
五
年
二
月
二
十

一
日
」
に
、

「百
分
の
十
に
」
を

「百
分
の
六

（平
成

十
年
四
月

一
日
か
ら
平
成
十
四
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
十
）
に
」
に



三
二
二

（租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
租
税
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
十
二
年
法
律
第
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

。附
則
第
二
十
条
第
四
項
中

「と
あ
る
の
は
、
」
を

「と
あ
る
の
は
」
に
、

「と
す
る
」
を

「と
、
同
項
第
二
号
中

「合
併

に
よ
る
」
と
あ
る
の
は

「合
併
又
は
分
割
に
よ
る
」
と
、

「又
は
合
併
」
と
あ
る
の
は

「又
は
合
併
若
し
く
は
分
割
」
と
、

「超
え
る
資
本
の
金
額
」
と
あ
る
の
は

「超
え
る
資
本
の
金
額
又
は
分
割
を
し
た
会
社
の
当
該
分
割
の
直
前
に
お
け
る
資
本

の
金
額
か
ら
当
該
分
割
の
直
後
に
お
け
る
資
本
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
超
え
る
資
本
の
金
額
」
と
、
同
項
第
四
号
中

「合
併
」
と
あ
る
の
は

「合
併
又
は
分
割
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

（施
行
期
日
）

第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一　
次
に
掲
げ
る
規
定
　
平
成
十
二
年
二
月
二
十

一
日

附
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■

■
■
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■
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理
　
由

最
近
に
お
け
る
社
会
経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
住
宅
借
入
金
等
に
係
る
所
得
税
額
控
除
制
度
の
控
除
期
間
及
び
控
除
限
度

額
の
拡
充
等
に
よ
る
新
た
な
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
実
施
、
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
の
延
長
等
の
投
資
の
促
進
等
に
資
す
る
措

置
及
び
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
源
泉
分
離
選
択
課
税
を
存
続
す
る
経
過
措
置
の
延
長
等
の
金
融
関
係
の
措
置
を
講

ず
る
と
と
も
に
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
に
係
る
特
例
及
び
贈
与
税
の
基
礎
控
除
の
特
例
の
創
設
、
個

人
の
土
地
等
に
係
る
長
期
譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
の
特
例
制
度
に
お
け
る
税
率
軽
減
の
特
例
等
の
延
長
等
の
土
地
税
制
の
改

正
、
合
併

・
分
割
等
の
企
業
の
組
織
再
編
成
に
対
応
す
る
た
め
の
各
種
特
別
措
置
の
整
備
等
を
行
う
ほ
か
、
技
術
等
海
外
取
引

に
係
る
所
得
の
特
別
控
除
制
度
の
見
直
し
等
既
存
の
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
交
際
費
の
損
金
不
算
入
制

度
、
住
宅
用
家
屋
に
係
る
所
有
権
の
保
存
登
記
等
に
対
す
る
登
録
免
許
税
の
特
例
等
期
限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て
実

情
に
応
じ
適
用
期
限
を
延
長
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ

る
。

二
九
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ｔ
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租

税

特

別

措

置

法

等

の

一
部

を

改

正

す

る

法

律

案

新

旧

対

照

表

第

一
条
　
租
税
特
別
措
置
法

（昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

改

ス
）
。

目
次第

一
章
　
総
則

（第

一
条

。
第
二
条
）

第
二
章
　
所
得
税
法
の
特
例

第

一
節
　
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得

〈第
二
条
―
第
九
条
の
五
）

第
二
節
　
不
動
産
所
得
及
び
事
業
所
得

第

一
款
　
特
別
税
額
控
除
及
び
減
価
償
却
の
特
例

（第
十
条
―
第
二
十
条
）

第
二
款
　
準
備
金

（第
二
十
条
の
二
―
第
二
十
条
の
六
）

第
二
款
　
技
術
等
海
外
取
引
に
係
る
課
税
の
特
例

（第
二
十

一
条
）

第
二
款
の
一
一　
鉱
業
所
得
の
課
税
の
特
例

（第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
）

第
四
款
　
農
業
所
得
の
課
税
の
特
例

（第
二
十
五
条
）

第
五
款
　
そ
の
他
の
特
例

（第
二
十
五
条
の
二
―
第
二
十
人
条
の
四
）

第
二
節
　
給
与
所
得
及
び
退
職
所
得

（第
二
十
九
条
―
第
二
十
九
条
の
六
）

第
四
節
　
山
林
所
得
及
び
譲
渡
所
得
等

第

一
款
　
山
林
所
得
の
課
税
の
特
例

（第
二
十
条

・
第
二
十
条
の
二
）

第
二
款
　
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例

（第
二
十

一
条
―
第
二
十

一
条
の
四
）

第
二
款
　
短
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例

（第
二
十
二
条
）

第
四
款
　
収
用
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
等

（第
二
十
三
条
―
第
二
十
三
条
の

大
）

第
五
款
　
特
定
事
業
の
用
地
買
収
等
の
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除

（第
二
十
四
条
―

第
三
十
四
条
の
三
）

第
六
款
　
居
住
用
財
産
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除

（第
二
十
五
条
）

第
七
款
　
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
額
の
特
例
等

（第
二
十
六
条
）

第
七
款
の
二
　
居
住
用
財
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
長
期
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例

（第

二
十
六
条
の
二
―
第
二
十
六
条
の
六
）

第
人
款
　
特
定
の
事
業
用
資
産
の
買
換
え
の
場
合
等
の
譲
渡
所
得
の
課
税
の
特
例

〈第
三

正

案

目
次第

一
章
　
同

第
二
章
　
同

第

一
節

第
二
節

第

一
款
　
同

第
二
款
　
同

第
二
款
　
同

第
二
款
の
二

第
四
款

第
五
款

第
二
節
　
同

第
四
節
　
同

第

一
款

第
二
款

第
二
款

第
四
款

第
五
款
　
同
　
上

第
六
款
　
同
　
上

第
七
款
　
同
　
上

第
七
款
の
二
　
同
　
上

第
人
款
　
同
　
上

上上
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得

（第
二
条
―
第
九
条
の
人
）

同
　
上

同 同 同 同

上 上 上 上

同 同

上 上 同 上 上 上

上

上 上

現

行

-1-

（租
税
特
別
措
置
法
の

一
部
改
正
）
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合
に
は
、
当
該
特
定
短
期
国
債
等
に
係
る
外
国
間
接
寄
託
者
）
が
当
該
特
定
短
期
国
債
等
の
混

蔵
寄
託
を
す
る
受
寄
金
融
機
関
等
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「支
払
の
取
扱
者
」
と
い

う
。
）
は
、
そ
の
償
還
金
の
支
払
を
受
け
る
者
の
各
人
別
に
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
住
所
、
そ
の
支
払
を
し
た
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
額
そ
の
他
の
財
務
省

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書

（次
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
に
お
い
て

「特
定
短
期
国

債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
支
払
を
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

一

月
二
十

一
日
ま
で
に

（政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
支
払
の
取
扱
者
の
営
業
所
等
で
そ

の
償
還
金
の
支
払
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長

（以
下
こ
の
項
に
お
い

て

「所
轄
税
務
署
長
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
支
払
を
し
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
）
、
当
該
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２１
　
第
十
九
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
の
対
価
の
支
払
を
す
る
法
人
又
は
前
項
に

規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
の
取
扱
い
を
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
調
書
に
記
載
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒

体

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「磁
気
テ
ー
プ
等
」
と
い
う
。
）
の
提
出
を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
る
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
前
二
項
、
次
項
及
び

第
二
十
二
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
は

、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書
又
は
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の

支
払
調
書
と
み
な
す
。

２２
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書
又
は
特
定
短
期

国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
の
提
出
の
特
例
そ
の
他
第
十
九
項
及
び
第
二
十
項
の
規
定
の
適

用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

省
　
略

省
　
略

第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た

も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
、
平
成
十
二
年

四
月

一
日
か
ら
平
成
十
五
年
二
月
二
十

一
日
ま
で
の
期
間

（第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

一

適
用
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
、
商
品
取
引
所
法

（昭
和
一
一十
五
年
法
律
第
一
一百
三
十
九

号

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引

（同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
に
お
い
て
行
わ

れ
る
同
条
第
人
項
第

一
号
ホ
に
掲
げ
る
取
引
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「商
品
先
物
取

運
金
の
額
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書

（次
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で

に
お
い
て

「特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
支
払
を
し
た

日
の
属
す
る
年
の
翌
年

一
月
二
十

一
日
ま
で
に

（政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
支
払
の

取
扱
者
の
営
業
所
等
で
そ
の
償
還
金
の
支
払
事
務
を
取
り
扱
う
も
の
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署

長

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「所
轄
税
務
署
長
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、

そ
の
支
払
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
）
、
当
該
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１８
　
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
の
対
価
の
支
払
を
す
る
法
人
又
は
前
項
に

規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
の
取
扱
い
を
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
調
書
に
記
載
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒

体

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「磁
気
テ
ー
プ
等
」
と
い
う
。
〉
の
提
出
を
も
つ
て
こ
れ
ら
の
規

随
肝
障
け
い
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
前
二
項
、
次
項
及
び
　

一

第
二
十
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
磁
気
テ
ー
プ
等
は
、
　

９９

そ
れ
ぞ
れ
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書
又
は
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
全
の
支
　
一

払
調
書
と
み
な
す
。

１９
　
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書
又
は
特
定
短
期

国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
の
提
出
の
特
例
そ
の
他
第
十
六
項
及
び
第
十
七
項
の
規
定
の
適

用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

同
　
上

同
　
上

第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も

の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
四
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引
」
と
い
う
。
）
を
し
、
か
つ
、
当
該
商
品
先
物
取
引
の
決
済

（当
該
商
品
先
物
取
引
に
係
る

商
品
の
受
渡
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「差
金
等
決

済
」
と
い
う
。
）
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
差
金
等
決
済
に
係
る
当
該
商
品
先
物
取
引
に
よ
る

事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
十
二
条
及
び
第
八
十
九
条
並
び
に
第
百

六
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
年
中
の
当
該
商
品
先
物
取
引

に
よ
る
事
業
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
金
額

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等

の
金
額

（次
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
法
第
七
十
二
条
か
ら
第
八
十
七
条

ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の
百
分
の
二
十

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
生
じ
た
損
失
の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
そ
の
他
所
得
税

に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
の
金
額
は
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

所
得
税
法
第
二
条
第

一
項
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
四
号
の
二
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
第
二
十
号
中

「山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、

「山
林
所
得
金
額
並
び
に
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の

特
例
）
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

（以
下

「商
品
先
物
取
引
に

一
一　
所
得
税
法
第
六
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第

一
項
中

「事
業
所
得
の
金

商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
に
規
定
す
る
差
金
等
決
済
に
係
る
同

に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
よ
る
事
業
所
得
が
な
い
も
の
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と

）
」
と
、

「各
種
所
得
の
金
額
」
と
あ
る
の
は

「各
種
所
得
の
金
額

（商
品
先
物
取
引
に

三
　
所
得
税
法
第
七
十

一
条
か
ら
第
人
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

刑
劇
中

「総
所
得
金
額
」
ど
あ
う
０
‐出
、

「総
所
得
金
額
、
商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得

等

の
金
額
」
と
す
る
。

四
　
所
得
税
法
第
九
十
二
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
十
二

四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（商
品
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
」
と
、

「

課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「課
税
総
所
得
金
額
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条

す

る

-100-

21
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
所
得
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
商
品
先
物
取
引
に

な
す
。

倒
創
翻
創
剰
一劉
劉
川
耐
「

）
―
「
劇
刻
刊

額
」
と
あ
る
の
は

「事
業
所
得
の
金
額

（租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

条
第

一
項
中

「前
節

（税
率
）
」
と
あ
る
の
は

「前
節

（税
率
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第

慶
畷
Ｅ
Ｅ
睡
睡
Ｅ
鬱
罐
鱚

重
藍
理
曜
饉
ポ
罐

蛯
隆
藤
蛯
瞑
睫



の
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
の
合
計
額
」
と

】
，同
「須
銅
コ
項

申

‐
∃
「

　
　

　
　

　

　
　

　

る
所
得

税

額

」

と
あ

る

の
は

「
課
税

総

所

得

全

額
に
係
る
所
得
税
額
、
同
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
に

そ
の
年
分
の
所
得
税
の
額
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

〈商
品
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
課
税
の
特
例
）
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
」
と
す
る
。

五
　
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
所
得
税
法
第
二
編
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
申

告
に
関
す
る
特
例
そ
の
他
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
に
関
す
る
法

令
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

31

適
用
期
間
内
に
商
品
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
を
す
る
者

（法
人
税
法
別
表
第

一
に
掲
げ
る

法
人
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
ぅ
）
は
、
そ
の
差
金
等
決
済
を
す
る
日
ま
で
に
、

そ
の
差
全
等
決
済
の
都
度
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（国
内
に
住
所
を
有
し
な
い

、
そ
の
差
金
等
決
済
に
係
る
商
品
先
物
取
引
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

各
号
に
定
め
る
者

（以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て

一商
品
取
引
員
等
」
と
い
う

）
に
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
商
品
先
物
取
引
の
差
金
等
決

済
を
す
る
者
は
、
当
該
商
品
取
引
員
等
に
そ
の
者
の
住
民
票
の
写
し
、
法
人
の
登
記
簿
の
抄
本

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
書
類
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
当
該
商
品
取
引
員

等
は
、
当
該
告
知
さ
れ
た
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
当
該
書
類
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な

取
引
所
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
員

（以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「商

品
取
引
員
」
と
い
う
。
）
の
営
業
所
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

（以
下
こ
の

「営
業
所
等
」
と
い
う
。
）
の
長

（商
品
先
物
取
引
の
委
託
の
取
次
ぎ
に
よ
り
当

引
員
に
当
該
商
品
先
物
取
引
の
委
託
を
し
た
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
委
託
の
取
次
ぎ
を
引

第
七
項
に
規
定
す
る
商
品
市
場
を
開
設
し
た
同
条
第

一
項
に
規
定
す
る
商
品
取
引
所
の
長

商
品
取
引
員
等
は
、
適
用
期
間
内
に
居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者

が
行

つ
た
商
品
先
物
取
引
に
つ
い
て
差
全
等
決
済
が
あ

つ
た
場
合
に
は
、
当
該
居
住
者
又
は
国

等
決
済
ご
と
の
決
済
の
方
法
、
当
該
差
金
等
決
済
に
係
る
商
品
先
物
取
引

の
種
類
、
数
量
及
び

対
価
の
額
又
は
約
定
価
格
等

（商
品
取
引
所
法
第
百
三
十
六
条
の
二
十

一
の
約
定
価
格
等
を

分
に
応
じ
当
該

号
に
お

い
て

該
商
品
取

-101-

樹
劉
調
劉
創
調
「
ｄ
‐劇
測
劉
利
判
劇
劉
引

「―冽
Ч
日

川
測
コ
四
樹
ｇ
「
「
日
醐
引
剛
「

者
に
あ
つ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　

そ
の
商
品
先
物
取
引
の
委
託
を
し
た
場
合
　
当
該
商
品
先
物
取
引
の
委
託
を
受
け
た
商
品

41

一Ｂ
，

き
受
け
た
商
品
取
引
員
の
営
業
所
等
の
長
）

一
一　
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
当
該
商
品
先
物
取
引
を
し
た
商
品
取
引
所
法
第
二
条

内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
の
各
人
別
に
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
当
該
差
金



う
。
）
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
調
書

（次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て

「商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
」
と
い
う
。
）
を
、
そ
の
商
品
先
物
取
引
の
差
全
等
決
済
が

あ

つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
、
当
該
商
品
取
引
員
等
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署

51

商
品
取
引
員
等
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は

の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
記
録
用
の
媒
体

（以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「磁
気
テ
ー
プ
等
」
と

い
う
。
）
の
提
出
を
も
つ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が

の
場
合
に
お
け
る
同
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
十
い
、

刹

一‐‐コ
］「
「川
ｄ
詞
日
「Ｊ
［「
［日
「醐
‐刻
渕
『渕
「̈
の
ぼ
か
、
第
二
項

の
規
定

に
よ

る
告
知

の
特
例

そ
の
他
第

一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書

の
提
出
に

関
す
る
調
査
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は

当
該
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
を
提
出

す

る
義
務
が
あ
る
者
に
質
問
し
、
又
は
そ
の
者
の
差
金
等
決
済
に
係
る
商
品
先
物
取
引
に
関
す

る

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
を
す

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査

の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

（同
居
の
特
別
障
害
者
又
は
老
親
等
に
係
る
扶
養
控
除
等
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
五
　
省
　
略

２
　
省
　
略

３
　
前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
宇
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
人
十
五
条
第

二
項

老
人
控
除
対
象
配

偶
者

で
き
る
。

こ

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
五
第

一
項

（同
居
の
特
別
障
害
者
又
は
老
親
等
に
係
る
扶

養
控
除
等
の
特
例
）
の
規
定
に
該
当
す
る
控
除

対
象
配
偶
者
若
し
く
は
老
人
控
除
対
象
配
偶
者

（同
居
の
特
別
障
害
者
又
は
老
親
等
に
係
る
扶
養
控
除
等
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
四

２
　
同
　
上

３
　
同
　
上

同

　

上

同

　

上

同

　

上

-102-

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
前
項
の
規
定
に
よ
り
調
書
に
記
載
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
事
項
を
記
録
し
た
磁
気
テ
ー
プ
そ

61

嗣
倒
劃
制
冽
劉
側
馴
相
目
例
劉
「
到

」―月
測
翻
引
刻
「

ｎ

）

る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

91
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

71
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租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
四
第

一
項

（同
居
の
特
別
障
害
者
又
は
老
親
等
に
係
る
扶

養
控
除
等
の
特
例
）
の
規
定
に
該
当
す
る
控
除

対
象
配
偶
者
若
し
く
は
老
人
控
除
対
象
配
偶
者



磯

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
に
関
連

す
る
寄
附

（そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の
利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を

し
た
場
合
に
は
、
当
該
寄
附
に
係
る
支
出
全
は
、
所
得
税
法
第
七
十
人
条
第
二
項
に
規
定
す
る

特
定
寄
附
金
と
み
な
し
て
、
同
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（ホ
ス
テ
ス
等
の
業
務
に
関
す
る
報
酬
又
は
料
金
に
係
る
源
泉
徴
収
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
九
　
省
　
略

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
第
二
百
四
条
第
二
項
及
び
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「施
設
の
経
営
者
」
と
あ
る
の
は

「施
設

の
経
営
者
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
九
第

一
項

（ホ
ス
テ
ス
等
の
業
務
に
関
す

る
報
酬
又
は
料
金
に
係
る
源
泉
徴
収
の
特
例
）
に
規
定
す
る
事
業
を
営
む
者
」
と
、
同
条
第
二

項
中

「ホ
ス
テ
ス
等
」
と
あ
る
の
は

「ホ
ス
テ
ス
等

（租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
九

第

一
項
に
規
定
す
る
ホ
ス
テ
ス
等
を
含
む
。
）
」
と
、

「同
項
」
と
あ
る
の
は

「第

一
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。（特

定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
の
対
価
等
の
支
払
調
書
又
は
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
の
提

出
等
に
係
る
罰
則
）

第
四
十
二
条
の
二
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、　
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一　

・第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
二
項
の
告
知
書
を
同
項
の
混
蔵
寄
託
を
す
る
際
に
同
項
に
規
定

す
る
受
寄
金
融
機
関
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の

記
載
を
し
て
当
該
受
寄
金
融
機
関
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
し
た
者
又
は
同
条
第
十
六
項

の
告
知
書
を
同
項
の
償
還
を
受
け
る
際
に
同
項
に
規
定
す
る
支
払
の
取
扱
者
若
し
く
は
同
項

に
規
定
す
る
受
寄
金
融
機
関
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
当
該
告
知
書
に

偽
り
の
記
載
を
し
て
当
該
支
払
の
取
扱
者
に
提
出
し
た
者

一
一　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
九
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書

若
し
く
は
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
又
は
第
四

e

第
四
十

一
条
の
十
六
　
削
除

（ホ
ス
テ
ス
等
の
業
務
に
関
す
る
報
酬
又
は
料
金
に
係
る
源
泉
微
収
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
八
　
同
　
上

２
　
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
第
二
百
四
条
第
二
項
及
び
第
二
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中

「施
設
の
経
営
者
」
と
あ
る
の
は

「施
設

の
経
営
者
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
八
第

一
項

（ホ
ス
テ
ス
等
の
業
務
―こ
，関
す

る
報
酬
又
は
料
金
に
係
る
源
泉
徴
収
の
特
例
）
に
規
定
す
る
事
業
を
営
む
者
」
と
、
同
条
第
二

項
中

「ホ
ス
テ
ス
等
」
と
あ
る
の
は

「ホ
ス
テ
ス
等

（租
税
特
別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
十
八

第

一
項
に
規
定
す
る
ホ
ス
テ
ス
等
を
含
む
。
）
」
と
、

「同
項
」
と
あ
る
の
は

「第

一
項
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め

る
。（特

定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
の
対
価
又
は
償
逮
金
の
支
払
調
書
の
提
出
等
に
係
る
罰
則
）

第
四
十
二
条
の
三
　
同
　
上

一　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
二
項
の
告
知
書
を
同
項
の
混
蔵
寄
託
を
す
る
際
に
同
項
に
規
定

す
る
受
寄
金
融
機
関
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の

記
載
を
し
て
当
該
受
寄
金
融
機
関
等
の
営
業
所
等
の
長
に
提
出
し
た
者
又
は
同
条
第
十
四
項

の
告
知
書
を
同
項
の
償
還
を
受
け
る
際
に
同
項
に
規
定
す
る
支
払
の
取
扱
者
に
提
出
せ
ず
、

若
し
く
は
当
該
告
知
書
に
偽
り
の
記
載
を
し
て
当
該
支
払
の
取
扱
者
に
提
出
し
た
者

一
一　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書

又
は
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
を
こ
れ
ら
の
調

-105-

（認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
寄
附
を
し
た
場
合
の
寄
附
金
控
除
の
特
例
）

第
四
十

一
条
の
十
八
　
個
人
が
、
第
六
十
六
条
の
十

一
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
非
営

利
活
動
法
人
に
対
し
、
当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
行
う
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

（



十

一
条
の
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
を
こ
れ
ら
の
調
書
の
提

条
の
十
四
第
四
項
に
規
定
す
る
商
品
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
の
提
出
に
関
す
る
調
査
に
関
す

る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
そ
の
事
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で

き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以

下
の
罰
全
に
処
す
る
。

省
　
略

省
　
略

45

（所
得
税
法
の
特
例
と
定
率
に
よ
る
税
額
控
除
の
特
例
と
の
調
整
）

第
四
十
二
条
の
三
の
二
　
第
二
条
の
三
第
四
項
後
段
、
第
人
条
の
三
第
四
項
第

一
号
、
第
人
条
の

五
第

一
項
後
段
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
条
の
三

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
項
、
第
十
条
の
四
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し

く
は
第
十

一
項
、
第
十
条
の
五
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
項
、
第
十
条
の
六

、
第
十
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
項
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条

の
四
、
第
四
節
第
二
款
か
ら
第
人
款
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
、
第
二
十
七
条
の
十
二
か
ら
第

二
十
七
条
の
十
四
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
四
十
条
の
二
第
二
項
、
第
五
節
、
第
四
十

一
条
の

七
第
二
項
又
は
第
四
十

一
条

の
十
四

ら
第
四
十

一
条
の
十
人
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
お
け
る
所
得
税
等
負
担
軽
減
措
置
法
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
等
負

担
軽
減
措
置
法
第
二
条
第
二
号
中

「規
定
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
、

「規
定
、
租
税
特
別
措
置

法
第
二
条
の
三
第
四
項
後
段
、
第
人
条
の
三
第
四
項
第

一
号
、
第
人
条
の
五
第

一
項
後
段
、
第

九
条
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

及
び
第
十

一
項
、
第
十
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
十

一
項
、
第
十
条
の
五
第
二

項
か
ら
第
二
項
ま
で
及
び
第
十

一
項
、
第
十
条
の
六
、
第
十
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

書
の
提
出
期
限
ま
で
に
税
務
署
長
に
提
出
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
調
書
に
偽
り
の
記
載
若
し

く
は
記
録
を
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
者

三
　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、

若

し
く
は
偽
り

の
答
弁
を
し
、

又
は
副
剣
「ｑ
規
定

に
よ
る
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は

忌
避

し
た
者

四
　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
関
し
偽
り
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書

類
を
提
示
し
た
者

（所
得
税
法
の
特
例
と
定
率
に
よ
る
税
額
控
除
の
特
例
と
の
調
整
）

第
四
十
二
条
の
三
の
二
　
第
二
条
の
三
第
四
項
後
段
、
第
人
条
の
三
第
四
項
第

一
号
、
第
八
条
の

五
第

一
項
後
段
、
第
九
条
、
第
九
条
の
五
第
二
項
後
段
、
第
十
条
、
第
十
条
の
二
第
二
項
若
し

く
は
第
四
項
、
第
十
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
項
、
第
十
条
の
四
第

二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
項
、
第
十
条
の
五
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く

は
第
十

一
項
、
第
十
条
の
六
、
第
十
条
の
七
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
十

一
項
、

第
二
十
五
条
、
第
二
十
人
条
の
四
、
第
四
節
第
二
款
か
ら
第
八
款
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
十
、

第
二
十
七
条
の
十
二
か
ら
第
二
十
七
条
の
十
四
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
四
十
条
の
二
第
二
項

、
第
五
節
、
第
四
十

一
条
の
七
第
二
項
、
第
四
十

一
条
の
十
四
、
第
四
十

一
条
の
十
五
又
は
第

四
十

一
条
の
十
七
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
等
負
担
軽
減
措
置
法
第
六
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
等
負
担
軽
減
措
置
法
第
二
条
第
二
号
中

「規
定
並
び
に

」
と
あ
る
の
は
、

「規
定
、
租
税
特
別
措
置
法
第
二
条
の
三
第
四
項
後
段
、
第
人
条
の
三
第
四

項
第

一
号
、
第
人
条
の
五
第

一
項
後
段
、
第
九
条
、
第
九
条
の
五
第
二
項
後
段
、
第
十
条
、
第

十
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
条
の
三
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
十

一
項
、
第

十
条
の
四
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
十

一
項
、
第
十
条
の
五
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

4131
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出
期
限
ま
で
に
税
務
署
長
に
提
出
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
の
調
書
に
偽
り
の
記
載
若
し
く
は
記

録
を
し
て
税
務
署
長
に
提
出
し
た
者

三
　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
三
項
又
は
第
四
十

一
条
の
十
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
偽
り
の
答
弁
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に

よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

・

四
　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
二
十
二
項
又
は
第
四
十

一
条
の
十
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

に

関
し
偽
り
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書
類
を
提
示
し
た
者

２
　
前
項
第

一
号
の
罪
は
、
刑
法

（明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
の
例
に
従
う
。

３
　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
九
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
議
渡
対
価
の
支
払
調
書
若

し
く
は
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
償
避
金
の
支
払
調
書
又
は
第
四
十

一

風
閣
▼

２
　
第
四
十

一
条
の
十
二
第
十
六
項
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
譲
渡
対
価
の
支
払
調
書
又

劇
副
劉
創
「
「
「
判
に
規
定
す
る
特
定
短
期
国
債
等
の
償
還
金
の
支
払
調
書
の
提
出
に
関
す
る
調

査
に
関
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
そ
の
事
務
に
関
し
て
知
る

こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
三

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

0



第

一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

イ|

第

一
条
中
租
税
特
別
措
置
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
人
条
の
五
第

一
項
第

一
号
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
条
の
四

の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十

一
条
の
二
の
改
正
規
定

（同
条
第
二
項
第
七
号

ロ
の
改
正
規
定

を
除
く
。
）
、
同
法
第
二
十
七
条
の
十
第
四
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
四
十
条

の
五
の
改
正

規
定
、
同
法
第
四
十
二
条
の
三
の
二
第

一
項
の
改
正
規
定

（
「、
第
九
条
の
五
第
二
項
後
段

」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
法
第
二
十
二
条
の
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
五
条
か

ら
第
五
十
六
条
の
二
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
六
条
の
四
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五

十
七
条
の
改
正
規
定

（
「当
該
計
算
し
た
金
額
」
を

「当
該
金
額
」
に
改
め
、

「
の
百
分
の

引
「
「に
相
当
す
る
金
額
と
当
該
超
え
る
部
分
の
金
額
の
百
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
と
の
合

計
額
」
を
削
る
部
分
及
び

「百
分
の
九
」
を

「百
分
の
人
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

、

同
法
第
五
十
七
条
の
三
か
ら
第
二
十
七
条
の
九
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
法

項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
人
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
十
人
条
の
三
の
改
正
規

定
、
同
法
第
五
十
九
条

の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十

一
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六

十

一
条

の
二
の
改
正
規
定

同
法
第
六
十
四
条

の
改
正
規
定

〈同
条
第

二
項
第
二
号
に
係
る

部
分
及
び
同
条
第
六
項
を
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）

同
法

第

六

十
四
条
の
二
の
改
正
規
定

、
同
法
第
六
十
五
条
の
改
正
規
定

（
「第
七
条
第

一
項
」
の
下
に

「、
高
齢
者
、
身
体
障
害

者
等
の
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
た
移
動
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す

る

項
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
六
十
五
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
五

条
の
三
の
改
正
規
定

（同
条
第

一
項
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
六
十
五
条

の
四
の
改
正
規
定

（同
条
第

一
項
第
二
号
イ
に
係
る
部
分
及
び
同
項
第
二
十

一
号
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
六
十
五
条

の
七
の
改
正
規
定

（
「同
表
の
第
二
十

一
号
の
場
合

の

同
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
百
分
の
六
十
と
し
、
同
表
の
第
十

一
号
の
場
合
又

は
第
二
十
号
」
を

「同
表
の
第
二
十
号
」
に
、

「
こ
れ
ら
の
号
」
を

「同
号
」
に
、

一百
分

の
九
十
と
す
る
。
」
を

「、
百
分
の
九
十
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第

一
項
の
表
の
第
四
号

、
第
九
号
、
第
十

一
号
及
び
第
二
十

一
号
を
改
め
る
部
分
並
び
に
同
条
第
七
項
を
改
め
る
部

分
を
除
く
。
）
、
同
法
第
六
十
五
条

の
人
の
改
正
規
定

（
「同
表
の
第

二
十

一
号
の
場
合

の

同
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
資
産
に
つ
い
て
は
百
分
の
六
十
と
し
、
同
表
の
第
十

一
号
の
場
合
又

か
ら
第
九
条
の
人
ま
で

第
五
十
人
条
第
七

法
律
第
十
三
条
第

一
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租

税

特

別

措

置

法

等

の

一
部

を

改

正

す

る

法

律

案

参

照

条

文

○

投

資

信

託

及

び

投

資

法

人

に

関

す

る

法

律

（
昭

和

二

十

六

年

法

律

第

百

九

十

八

号

）

（
抄

）

第

対 に る 令 二 ⌒

20     19     18  4     3  2

用    又    S 信

こ す こ は こ 17託 こ 省 か す す 者 で 条 定

義

法 こ 法 資 法 省 い 法 略
｀

投 こ 指 め こ
V

つ  る る の 定の る の 投 の  を の

そ 資 と 図 る の

の と が を 者 法

受 し 必 含 に 律

益 て 要 む 指 に

て  と と い 限 託資 の 人 む 託   託

に す で て は 投は づ 資  ° L   
委

資取  る 定 有

得 信 め 価 部 信

と て 以 動 る

を
｀

下 産 場 信

す 律 資 の け を

る に 産 資 る 委

を き い 投 政 の

い 設 う 資 令 指

う 定
°

を で 図

律 と 律 法 律  う 律

お

い

図

に

。
　

）

で

あ

運

用

権

を

て
　
「

て
　
「

運

用

て
　
「

と

し

て

　

「

て
　
「
委

係

る

権

に

基

づ

る

も

の

す

る

こ

分

割

し

投

資

信

投

資

信

業

を

営

投

資

法

て

、
　
こ

登

録

投

者

指

の

全

て

主

し
　
て

を

目

複

数

図

型

部

又

と

し

政

令

的

と

の

者

託

」

を

委

証

券

る

も

託

で

さ

せ

と

は

託

す

、
　

不

の
　
（

あ

つ

る

こ

託

財

産

合

に

お

そ

の

他

「
特

定

こ

の

法

目

的

と

託

者

当

該

産

で

」

と

基

づ

も

の

（
政

定

め

容

易

）

に

さ

れ

に   を   |こ  人   に   略    
°
  に

お 目 お 資 お   お

い 的 い 産 い   い

法 法
・二 者  委     L

人 律  と を 託      と
L 

に は い 業      は

と 基  ｀ う 者       ｀

｀
き 産   と    託

第 設  を   は     者

百 立  主          指

人  さ と   第     図

十 れ  し   六     型

七  た て   条     投

条  社.特    の     資

の・ 団 定   認     信

登  を 資   可     託

録  い  産    を      及

を う |こ    受     び

受  °
対   け    委

け   す
・

て    託

た   る   投      者

非

指

図

型

投

資

資

信

託

委

託

業

投

資

と

し

て

運

投

資

法

人

を

い

-1-



（
公

第

十
　
一

発 の 運 れ 前 発 ば 規 い 財 び

入

負

，

一第

に 金 又 十 ⌒ 経

○

商

品

取

引

所

法

（
昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

三

十

九

号

）

（
抄

）

（
定

義

）

第

二

条

　

こ

の

法

律

に

お

い

て

「
商

品

取

引

所

」

と

は

、

商

品

又

は

商

品

指

数

に

つ

い

る

た

め

に

必

要

な

市

場

を

開

設

す

る

こ

と

を

主

た

る

目

的

と

し

て

こ

の

法

律

に

基

づ

者

を

い

う

。

２

～

５

　

省

　

略

，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，

Ｉ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

，

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日

■

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｄ

臓

ｒ

屋

‥

Ｆ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｆ

」

鮎

Ｆ

‥

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

‘

債 り 長 借 条 債 け 項 に 条 債

行 翌 用 を 条 行 な 定 て 政 借

融

｀
度 対 な 二 度 な よ 公 資 金

）資債る及項，ｎ″
すこ又

公 を 金

債  発  に

及  行  お

び  し い

借  
｀

て

入  又  運

金  は  用

度 金 源

に す 充

公 よ の は 二 公 な 前 担

の れ の お

し 年 に し 第 限 ら に

を そ 期 入

は お る つ の び

借 い 特 た 規 借

入 て 別 金 定 入

金 運 措 額 に 金

を 用 置 が よ の

す す に あ り 借

が が 法 は 議 の

る る 昭 該 経 し

範  ノヽ 限 の

度 三 財 お

に 条 政 い

お の 融 て

て

る

た

め

の

財

借

入

の

限

額  を に繰

越

決

を

、
　

当

律

　

（

で

き

で

き

必

要

で

き

、
　

予

あ

る

を

も

と

き

る

こ

と

が

つ́

い

て

は

入

限

度

国

会

の

る

と

き

関

す

る

る

こ

と

る

こ

と

）た

金

額

金

額

を

和

四

十

金

額

の

う
　
↓り

度

と

年

法

囲

内 算  る が

つ

て

、

国

会

の

議

決

を

、

当

該

年

度

に

し
　
て

、
　
か
　
つ

、

律

第

七

号

）

第

で

、

当

該

翌

年

ま

、

こ
　
の
　
△
〓
　
剌討
　
の

発

行

資

資

規

定

い
　
て

て

先

物

取

引

を

す

い

て

設

立

さ

れ

た
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こ

口四
　
一ｍ
¨

一

つこ

二

来を

三

―
こ

6７

・

者 で 当 の 将 当 約 の 当 よ て 当 場 の

う 掲 法 前 第 第 の き 事 授 来 事 す 一 事 つ
｀

事 に 法
°

げ 律 号 二 一 一 る 者 受 の 者 る 定 者 て 当 者 お 律

方 権 の を 一 が 取 の が 決 該 が い にる  に  に  号

が 利 一 約 定 商 引 時 商 済 売 将 て お区 お 掲 に

期 品 す 買 来 行 い

に に る の の わ てに て る げ

れ

け い と 的 定 る 先対  ¬ 思  引 に に

る て が 物 の 次 物

現 あ で と 時 に 取

実 ら き な 期 掲 引

の か る つ に げ
L

各 嗽
 |こ  れ

当 じ 取 て お る とを ン リに

該 め 引 い い 取 は支 L 当

る て  引

商 商 を 商

口ｍ口ｍ口̈

の 及  う 取

転 び  °
引

場  各             四

を 号 こ ハ ロ イ 事 が  銭

‘

■
「0

こ ⌒ 方 す の 品

れ 以 の る 時 指

に 下 意 取 期 数 お つ  こ 目応  ¬ 取  る

当 市  こ ⌒

:  ―卜  EE
し  4 フR

号

に

掲

げ

る

取

31

い  に  の

分  い げ 掲

じ 商  引 取

7~ ロ     ロ |

ヽ  叩   ⌒   ワ |

該 場 れ こ

る 種  引 取

取 の で 引

う 品 引 取

た 又 所 引

め  は  の  所

に 上 定 の

商 場 め 定

品 商 る め

取  品  も る

引 指  の  も

所 数 を の

つ

て

あ

ら

力

″

じ

め

約

定

す

る

数

値

（
以

下

「
約

定

指

数

」

お

十

′

る

現

実

の

当

該

商

品

指

数

の

数

値

の

差

に

基

づ

て

算

出

さ

れ

る

金

示

に

よ

プ
　
シ
　
ヨ

て

対

価

準

ず

る

取

号

|こ

定

め

と

準

ず

る

す 相 て

立□̈
　
口ｍ

口ｍ
　
哺黙

場

商

を

行

は

約

定

す

る

価

格

（
以

商

品

の

価

格

の

差

に

下

「
約

定

価

格

」

と

い

う

。

）

と

将

基

づ

い

て

算

出

さ

れ

る

金

銭

の

授

受

払  と 事

っ い 者

こ う 間

と   
°
  |こ

おを引 上 商  で

約  を い

る 手 次

取  方  に

掲ユ
″

コ
ワ

・

・
―
絆
Ｅ
摯

―

ハ

▼

所

の

定

め

る

基

準

及

び

方

法

に

従

つ

て

、

商

そ

の

対

価

の

授

受

を

約

す

る

売

買

取

引

で

あ

き

は

差

金

の

授

受

売

又

は

買

戻

し

を

し

た

と

|

げ

る

取

，
ワ

を

当

事

者

の

一

成

立

さ

せ

る

こ

と

方

に

付

与

し

、

当

と

い

,

を

含

む

。

）

含

む

。
　
）

ご

と

に

、
　
次

の

が

開

設

す

る

市

-15-



（
０3  2    第

受  
｀

場    う 百 ⌒

二

二

こ

口ｍ
　
喘撃

じ
　
て

籠同一　
口̈

」

に

口ｍ
　
士̈
甲

も

の

コワ

る

前

各

号

て

次

の

と

イホ

さ
一

二
　
　
省

け 国 に 許 省 と 二 取

引 業 第 類    は   託

き 所 ― に  ｀
商 等

受 を 項 係  主 品 の

け 有 の る  務 市 許

て す 許 商  大 場 可

は  る 可  品    臣  に V

な  も を 市    の お

ら の 受 場  許 け

な に け に   可 る

い 限 た お  を 取
°

る 者 け   受 引
°

⌒ る   け の
V 

外  取    な 委

⌒  国 弓|   け 託

以  の  の    れ  を

下 法 委    ば 受

¬ 令  託    な け

商 に 又   ら

品 準  は    な 又

取  拠  そ    い  は

引  し の    ° そ

い  さ 取      の

う れ 次     取
°

た ぎ    次

S上 当 引 の 上 号 上
｀

内 つ 可  す 十 引

方 せ 当 二 場 該 所 法 場 に 場又 に い の 略 る 六 の

商 各 が 律 商 掲 商は 営 て 種  者 条 受 略 に る 事

付 こ 者 省 品 号
｀

に 品 げ 品

に に 定 お 指 る に

略 係 定 款 い 数 取 係

る め で て に 引 る

市  引 る 品 商

場 を と 市 品

す こ 場 市

次  る ろ に 場

に  こ  |こ  お

据)と  よ け  当

げ と り る 該

る し  ｀
取 上

取 た 商 引 場

を 場  は 指

含 に  ｀
数

む お 前 に

も い 項  係

す の に 項

る 各 定 第
°

号 め 二

に  る 号

掲 取 に

商

品

市

場

　

当

該

上

場

商

品

に

係

る

前

項

第

一

号

に

掲

げ

る

取

引

又

は

同

項

第

係

る
「
商

定

め

る

取

商

品

の

一

方

の

意

思

表

示

に

よ

り

当

事

者

間

に

お

い

て

当

該

上

場

商

品

の

売

買

取

引

を

成

立

と

が

で

き

る

権

利

（
以

下

「
実

物

オ

プ

シ

ヨ

ン

」

と

い

う

。

）

を

相

手

方

が

当

事

者

の

与

し

、

当

事

者

の

一

方

が

こ

れ

に

対

し

て

対

価

を

支

払

う

こ

と

を

約

す

る

取

引

●

●

掲

げ

る

取

引

引

の

ほ

か

、

商

げ

る

区

分

に

応

の

委

託

委

託

の

て

設

立

員

」

と

ぎ

を

引

は

、
　

当

法

人

に

）

で

な

受

け

よ

商

品

市

い
　
て

は

れ

ば

、

け つ 該      き

-16-
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4

一
〇

略

○

特

定

非

営

利

活

動

促
進

法

（
平

成

十

年

法

律

第

七

号

）

（
抄

）

（
定

第

二

条

あ
　
つ

２
　
　
　
こ

目

的

り

設

一

イロ

二

イハ ロ

義

）

次 立 と の ての    と   そ

特 で 政 す 宗 の 役 社 の さ し 法

以 定 な 治 る 教 行 員 員 い れ
｀

律 不 の

下 の い 上 も・ の う の の ず た 次 に 特 法

同 公 こ の の場 活 う 資 れ 法 の お 定 律

じ 職 と 主 で 義 動 ち 格 に 人 各 い か に

⌒
°

義 な を が 報 の も を 号 て つ お

を い 広 次 酬 得 該 い の ¬ 多 い

推 こ め の を 喪 当 う い 特 数 て

進 と
｀

い 受 に す
°

ず 定 の ¬

れ  非  も 特

に 営 の 定

当 動 益 利

す 法 の 活

体  と  に  と

で は 寄  は

あ  ｀
与

つ 特 す 別

て 定  る 表

非  こ に教 こ 分 い と

法  活  目 る

律 動 的 活

の を  と 動

定 行 す に

フ

省

公

職

選

挙

法

）

の

候

補

者

非

営

の

利

利

活

も

該

動

」

増

進

人

」

る

団

で

あ

、
　

不

の

数

も

該

事

を

営

利

を

件

を

付

員

総

数

団

体

で

及

び

信

こ 営  と 掲

の 利 を げ

し

な

こ

と

の
　
一

ル
」

。

化

育

し
°

儀 ず け 関 る

式  れ  る し 団

行 に 者 て 体

行 当 が 当 つ

い す  ｀
な て

｀
る 役 条

者 あ の さ 目

を る 三 な 的

以  
° い

支

持

し

、

又

は

こ

れ

に

反

対

す

る

こ

と

を

主

た

る

目

的

と

す

る

も

（
昭

和

二

十

五

年

法

律

第

百

号

）

第

二

条

に

規

定

す

る

公

職

を

い

（
当

該

候

補

者

に

な

ろ

う

と

す

る

者

を

含

む

。

）

若

し

く

は

公

職

ハヽ
Ｖ

―

…

…

…

…

…

ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

，
Ｉ

Ｉ

・
Ｅ

ｌ

ｌ

」

Ｉ

Ｅ

Ｆ

Ｅ

Ｅ

Ｉ

Ｉ

Ｌ

Ｅ

■

該

当

す

る

活

動

で

る

も

の

を

い

う

。

う

こ

と

を

主

た

る

め

る

と

こ

ろ

に

よ

も

の

で

あ

る

こ

と

。

下

で

あ

る

こ

と

。

成

す

る

こ

と

を

主

た

る

目

的
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